
○
経
済
産
業
省
告
示
第
六
十
号

エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
よ
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利
用
及
び
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
料
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
料
の
有
効
な
利
用

に
関
す
る
一
般
ガ
ス
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
（
平
成
二
十
二
年
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
四
十
一
号
）
の
全
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

化
石

エ
ネ

ル
ギ

源
の

有
効

な
利

用
に

関
す

る
ガ

ス
事

業
者

の
判

断
の

基
準

ー

エ
ネ

ル
ギ

供
給

事
業

者
に

よ
る

非
化

石
エ

ネ
ル

ギ
源

の
利

用
及

び
化

石
エ

ネ
ル

ギ
原

料
の

有
効

な
利

用
の

促
進

に
関

ー
ー

ー

す
る

法
律

平
成

年
法

律
第

号
以

下
法

と
い

う
第

２
条

第
８

項
に

規
定

す
る

特
定

燃
料

製
品

供
給

事
業

者
の

（

2
1

7
2

「

」

）

。
。

う
ち

エ
ネ

ル
ギ

供
給

事
業

者
に

よ
る

非
化

石
エ

ネ
ル

ギ
源

の
利

用
及

び
化

石
エ

ネ
ル

ギ
原

料
の

有
効

な
利

用
の

促
進

、
ー

ー
ー

に
関

す
る

法
律

施
行

令
平

成
年

政
令

第
号

第
６

条
第

１
号

に
規

定
す

る
事

業
を

行
う

者
で

あ
る

ガ
ス

事
業

者
ガ

ス

（

2
1

2
2
2

）

（

事
業

法
昭

和
年

法
律

第
号

第
２

条
第

項
に

規
定

す
る

ガ
ス

事
業

者
を

い
う

以
下

同
じ

に
つ

い
て

法
第

９

（

2
9

5
1

）

1
2

）

。
。

、



条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
化

石
エ

ネ
ル

ギ
原

料
の

有
効

な
利

用
に

関
す

る
ガ

ス
事

業
者

の
判

断
の

基
準

と
な

る
べ

き
事

、
ー

項
を

次
の

と
お

り
定

め
る

。

１
化

石
エ

ネ
ル

ギ
源

の
有

効
な

利
用

の
目

標
．

ー

ガ
ス

事
業

者
は

可
燃

性
天

然
ガ

ス
製

品
の

原
料

で
あ

る
液

化
天

然
ガ

ス
の

有
効

な
利

用
を

図
る

た
め

液
化

天
然

ガ
ス

、
、

の
貯

蔵
等

に
あ

た
っ

て
発

生
す

る
ボ

イ
ル

・
オ

フ
・

ガ
ス

液
化

天
然

ガ
ス

を
貯

蔵
し

可
燃

性
天

然
ガ

ス
製

品
を

製
造

す

（

、

る
ま

で
の

過
程

に
お

い
て

外
部

か
ら

の
熱

に
よ

り
自

然
に

発
生

す
る

可
燃

性
天

然
ガ

ス
を

い
う

以
下

Ｂ
Ｏ

Ｇ
と

い

「

」

、
。

う
の

着
実

な
利

用
の

維
持

及
び

向
上

を
図

り
平

成
年

に
お

け
る

通
常

運
転

時
に

発
生

す
る

Ｂ
Ｏ

Ｇ
の

利
用

率
を

概

）

3
2

。
、

ね
％

と
す

る
こ

と
を

目
標

と
す

る
1
0
0

。

２
目

標
を

達
成

す
る

た
め

に
計

画
的

に
取

り
組

む
べ

き
措

置
．

ガ
ス

事
業

者
は

圧
縮

機
や

再
液

化
設

備
の

利
用

等
に

よ
り

Ｂ
Ｏ

Ｇ
の

回
収

及
び

利
用

を
実

施
す

る
こ

と
と

す
る

、
、

。


